
　

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本

の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
九
法
四
九
）

附
則
一
一
条
（
平
成
二
八
・
六
・
一
八
ま
で
に
施
行
）

（
退
去
強
制
の
特
例
）

第
二
二
条
①
　（
柱
書
略
）

一
　
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
編
第
二
章
又
は
第
三

章
に
規
定
す
る
罪
に
よ
り
禁

こ錮　
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
。
た
だ

し
、
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
及
び
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。

二
　
刑
法
第
二
編
第
四
章
に
規
定
す
る
罪
に
よ
り
禁

こ錮　
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
者

三
　
外
国
の
元
首
、
外
交
使
節
又
は
そ
の
公
館
に
対
す
る
犯
罪
行
為
に
よ

り
禁

こ錮　
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
法
務
大
臣
に
お
い
て
そ
の
犯

罪
行
為
に
よ
り
日
本
国
の
外
交
上
の
重
大
な
利
益
が
害
さ
れ
た
と
認
定

し
た
も
の

四
　
無
期
又
は
七
年
を
超
え
る
懲
役
又
は
禁

こ錮　
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
法

務
大
臣
に
お
い
て
そ
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
日
本
国
の
重
大
な
利
益
が
害

さ
れ
た
と
認
定
し
た
も
の

②
③
　（
略
）
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